
委任状の確認（登録店記入）
記入者が使用者と異なる場合、
委任状を取得して✓印をつけてください

※使用者が申込書に署名できない場合、委任状にて「ＥＴＣシステム利用規程」及び「二輪車ＥＴＣ登録規約」を承諾してください。
※委任状は原本を二輪車ＥＴＣ登録事務局に送付し、複写を実施状況調書(登録店保存用)とともに保管してください。

確認事項
1.ETC利用に関わる責任の区分
ETCの利用に際して、取扱店は故意または過失の場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
2.個人情報の取扱いについて
利 用 目 的 :

個 人 情 報 の :
第 三 者 提 供

セットアップ :
データの取扱い

申込者の氏名、ご住所および電話番号（以下「個人情報」といいます）は、セットアップの
実施およびセットアップに関する連絡を行うために利用します。個人情報は車載器には格
納されません。
個人情報をセットアップ事業者および一般財団法人ＩＴＳサービス高度化機構（以下
「ITS-TEA」といいます）に提供し、提供先が実施されたセットアップに関する連絡を
行うために利用する場合があります。
セットアップを実施した車両、車載器、取扱店等の情報（以下、総称して「セットアップ
データ」といいます）は、ITS-TEAからETCおよびETC2.0に関するサービスを提供
する有料道路事業者に提供され、当該サービスの申込みを受けた有料道路事業者は、そ
の申込みの処理にあたり、セットアップデータを本人が識別可能な個人データとして取扱
います。

1.申込者記入欄 ※申込者=車検証上の使用者です。法人申込の場合は、申込に来られた方、または、代表者の署名が必要です。
私は、確認事項及び「ETCシステム利用規程」及び「二輪車ETC登録規約」を承諾し、３.の車両でETCを利用したいので、
４.の車載器にセットアップを申込みます。また二輪車ETC登録に申し込みます。

セットアップ時に提示されたものに✓印をつけてください。本人以外の場合、委任状が必要です。

※記入者が上記の車検証等上の使用者と異なる場合は、ご記入ください。その場合、委任状が無ければセットアップ出来ません。
　なお同じ場合は同上欄に✓印をつけてください。

（二輪車ＥＴＣ登録書）（有料道路事業者送付用）
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